
 

 

平成３０年３月定例教育委員会会議録 

鳴門市教育委員会３月定例教育委員会は、３月２日招集告示。 

３月８日 １７時、市分庁舎教育委員会会議室で開会。 

同日１８時２５分閉会した。 

 出席者 

教育長 安田教育長 

委員 寺田委員 小松委員 丹羽委員 甲斐委員 

事務局職員 大林教育次長 竹田教育総務課長 池脇教育総務課副課長 

その他職員 竹下学校教育課長 笠原生涯学習人権課長 阿部学校教育課主幹  

藤本学校教育課主査 藤川学校教育課指導主事 

 傍聴者 

なし 

 会議は、教育長が議事を進行した。 

 議事の内容は次のとおりである。 

議案第１０号 平成２９年度の教育委員会の所管に係る補正予算（案）について 

議案第１１号 鳴門市公民館長の任命について 

議案第１２号 平成２９年度末鳴門市小・中学校教職員人事異動内示（案）について 

議案第１３号 平成２９年度末鳴門市幼稚園教職員人事異動内示（案）について 

議案第１４号 鳴門市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第１５号 鳴門市学校医、学校歯科医、学校薬剤師の解嘱及び委嘱について 

 教育長は、１７時、３月定例教育委員会の開会を宣した。 

 教育長は、会議録の朗読を事務局に求めた。 

池脇教育総務課副課長は、２月臨時教育委員会の会議録を朗読した。 

 教育長は、会議録の承認について諮り、全委員異議無く承認した。 

 教育長は、議案第１０号 平成２９年度の教育委員会の所管に係る補正予算（案）

について、事務局に説明を求めた。 

竹田教育総務課長は、平成２９年度３月補正予算案について、本件補正予算案の内

訳と主な内容を説明した。 



 

 

  教育長は、議案第１０号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第１１号 鳴門市公民館長の任命について、事務局に説明を求めた。 

笠原生涯学習人権課長は、鳴門市公民館条例の規定に基づく公民館長について２年

の任期を迎えるため、１１名を再任し１名を新任館長として任命したい旨、説明した。 

 教育長は、議案第１１号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第１４号 鳴門市文化財保護審議会委員の委嘱について、事務局に

説明を求めた。 

笠原生涯学習人権課長は、鳴門市文化財保護条例の規定に基づく鳴門市文化財保護

審議会委員について、２年の任期を迎えるため、５名全員を再任したい旨、説明した。 

 教育長は、議案第１４号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第１５号 鳴門市学校医、学校歯科医、学校薬剤師の解嘱及び委嘱

について、事務局に説明を求めた。 

竹下学校教育課長は、瀬戸小学校の休校及び鳴門東幼稚園の休園にあたり、１校１

園の学校医、学校歯科医、学校薬剤師を解嘱すること、撫養小学校と撫養幼稚園の学

校医から一身上の都合により辞任届が提出されたため、この学校医を解嘱し、新たに

撫養幼稚園の学校医１名を委嘱したい旨、説明した。 

 教育長は、議案第１５号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第１２号 平成２９年度末鳴門市小・中学校教職員人事異動内示

(案）及び議案第１３号 平成２９年度末鳴門市幼稚園教職員人事異動内示（案）に

ついては、教職員の人事に関する議案であることから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により会議を非公開としたい旨提案し、

全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案１２号 平成２９年度末鳴門市小・中学校教職員人事異動内示(案）

について、事務局に説明を求めた。 

竹下学校教育課長は、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免、その他

の人事に関することは、教育委員会の職務権限であることから、本件人事異動内示案

について承認を得たい旨、説明した。 

（会議の内容については非公開） 

 教育長は、議案第１２号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 



 

 

 教育長は、議案１３号 平成２９年度末鳴門市幼稚園教職員人事異動内示（案）につ

いて、事務局に説明を求めた。 

竹下学校教育課長は、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免、その他

の人事に関することは、教育委員会の職務権限であることから、本件人事異動内示案

について承認を得たい旨、説明した。 

（会議の内容については非公開） 

 教育長は、議案第１３号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、報告第２号 平成２９年(行ウ）第１１号懲戒処分取消請求事件について

は、教育委員会事務局職員の人事に関する事案であることから、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により会議を非公開としたい旨

提案し、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、報告第２号 平成２９年(行ウ）第１１号懲戒処分取消請求事件について、

事務局に説明を求めた。 

竹田教育総務課長は、１月定例教育委員会以降の対応について、報告した。 

（会議の内容については非公開） 

 教育長は、１８時２５分、閉会を宣した。 

 その他の事項は次のとおりである。 

安田教育長は、４月定例教育委員会を、４月１２日 １６時から開催することを確

認した。 


